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市区町村における生活道路の交通安全対策の推進に資する取組の実施につい

て（通達）

生活道路における交通安全対策について、行政機関が行う政策の評価に関する法

律（平成13年法律第86号）に基づき、総務省が政策評価を実施し、令和７年６月27

日付けで、総務大臣から国家公安委員会委員長に対して、意見が通知された（別添

１）。

これを踏まえ、市区町村が、生活道路において交通事故の発生箇所や交通事故リ

スクが高い箇所を把握した上で必要な交通安全施設等を整備することができるよ

う、市区町村による対策の推進に資する取組を実施する必要がある。

このため、都道府県ごとに設置されている道路交通環境安全推進連絡会議や市区

町村が参加している会議を活用して、警察庁が公表する交通事故統計情報や都道府

県警察が発信している交通事故分析結果の活用を促すとともに、市区町村からの意

見・要望を聴取し、積極的に市区町村が必要とする情報の提供に努めること。

また、警察においては、これまでも、「総合的な交通事故分析の推進について（通

達）」（令和７年３月27日付け警察庁丙交企発第37号ほか）に基づき、交通事故分

析結果について、交通事故内容等を表示した独自の地図データを公開するなど、

具体的かつ分かりやすい資料を作成し、積極的にウェブサイト等を用いた情報発

信に努めてきたところであるが、上記の会議等で得た情報も参考に同資料が市区

町村において活用されることを念頭に、その内容の充実に向けた検討を行うこと。

さらに、市区町村から都道府県警察が把握した事故リスクが高い箇所や必要な安

全対策、事故に関する統計情報等について個別に提供に係る要望を受けた場合には、

個人情報の保護や捜査情報の流出防止に十分配意しつつ、必要なデータの提供を

行うよう努めること。

なお、当庁及び国土交通省において、本政策評価を踏まえ、「オープンデータを

用いた交通事故発生箇所の地図化マニュアル」（別添２）を作成し、ウェブサイト

において公表しているため、執務の参考とするとともに、各都道府県警察において

も同マニュアルの活用を図るよう市区町村に対して周知を行うようにされたい。



生活道路における交通安全対策に関する政策評価の結果及び意見

「交通安全基本計画」（令和3年3月29日中央交通安全対策会議決定）では、生活

道路における交通安全施設及び法定外表示（以下「施設」という。）の整備につい

て、交通事故（以下「事故」という。）の多いエリアなどで効果的・効率的な対策

を講ずること、ビッグデータを活用して潜在的高リスク箇所を解消することなどが

挙げられている。

当省の評価結果では、市区町村では住民要望や通学路合同点検で把握した危険箇

所の施設整備を検討することが基本となっており、事故発生箇所や事故リスクが高

い箇所を踏まえた整備を基本とするという市区町村は少数となっていた。整備する

施設の内容についても、事故実績や内容を把握せずに、現場の道路・交通環境を踏

まえ担当職員の経験に基づき決定することを基本とするという市区町村が多かっ

た。

こうした状況を踏まえると、国土交通省及び警察庁は、生活道路における交通安

全対策を更に推進する観点から、次のような取組を行うことが望まれる。

これにより、市区町村が各種データを活用して、事故の発生箇所や内容を把握し

た上で施設を整備する取組が推進されることにより、事故の減少につながることが

期待される。

① 国土交通省

ⅰ 市区町村が施設を整備するに当たっては、事故実績や内容を把握した上で、整

備箇所の選定や施設内容の決定を行うことが有効であることを周知・啓発する

こと。

また、上記の事故実績等の把握に当たり、市区町村が円滑に警察庁の交通事故

統計情報のオープンデータ（以下「ＯＤ」という。）を活用できるよう、データ

を地図化する方法を示した手順書等の作成や研修に取り組むこと。

ⅱ ＯＤやＥＴＣ2.0加工情報等の各種データを活用して事故多発箇所や潜在的

高リスク箇所の把握に努めるよう市区町村に働きかけるとともに、これらの箇

所を把握して施設整備に取り組んでいる事例を紹介すること等により、市区町

村における当該取組を推進すること。あわせて、ＥＴＣ2.0加工情報は、ゾーン

対策以外にも活用できることを市区町村に周知すること。

ⅲ 市区町村が行う施設整備の内容の検討に資するよう、事故内容を踏まえて施

設整備を行った事例を取りまとめて研修等で紹介するなど情報提供に取り組む



こと。また、施設整備に関する研修を実施するに当たっては、ウェブ開催によ

り市区町村からの参加者を増加させるなど、その充実に取り組むこと。

② 警察庁

ⅰ 国土交通省によるＯＤを地図化する方法等を示した手順書等の作成や研修の

取組に対し協力を行うこと。

また、都道府県警察が公表している交通事故マップが市区町村による交通安

全対策の検討に資するものとなるよう、当該マップに関し都道府県警察が市区

町村の意見の把握に努めるなどの取組を推進すること。

ⅱ 都道府県警察が把握した事故リスクが高い箇所や必要な安全対策について、

市区町村に情報提供を行っている都道府県警察の事例も踏まえ、交通状況等に

応じ、市区町村の要望も勘案しながら、市区町村に必要な情報を提供するよう都

道府県警察に対し指導すること。

ⅲ 国土交通省が行う、市区町村による施設整備内容の検討に資するための事例

の取りまとめや研修の充実の取組について、協力を行うこと。

ⅳ 市区町村が行う施設整備の内容の検討に資するよう、事故内容に関するＯＤ

の情報の充実等について検討すること。

また、市区町村から要望がある場合には事故に関する統計情報を都道府県警

察が可能な範囲で提供するなど、協力を行うよう都道府県警察に対し指導する

こと。












































